
第６回千葉海区漁業調整委員会 会議次第 

 

期日：令和７年１０月３１日(金) 

午後１時３０分から 

場所：プラザ菜の花４階「槙」  

 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

 ３ 議事録署名人の選出 

 

４ 議  題 

（１）刺し網漁業（まき刺し網漁業）の制限措置、許可又は起業の認可

を申請すべき期間及び許可の有効期間について(諮問) 

（２）しらうお船びき網特別採捕許可方針について（協議） 

（３）漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況等について（報告） 

（４）その他 

 

５ そ の 他 

 

６ 事務局連絡事項 

 

７ 閉  会 

  



 



第１号議案 

 

 

刺し網漁業（まき刺し網漁業）の制限措置、許可又は  

起業の認可を申請すべき期間及び許可の有効期間  

について(諮問) 

 

このことについて、令和７年１０月１４日付け水産第９８３号で 

知事から別添のとおり諮問がありましたので審議されたい。 

 

 

 

令和７年１０月３１日 

会 長 石井 春人 
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水産第９８３号  

 

 

千葉海区漁業調整委員会 様  

 

     刺し網漁業（まき刺し網漁業）の制限措置、許可又は起業の認可を 

     申請すべき期間及び許可の有効期間について（諮問） 

 

令和８年１月３１日をもって許可の有効期間が満了するまき刺し網漁業につき、制限 

措置、許可又は起業の認可を申請すべき期間及び許可の有効期間を下記のとおり定めたい

ので、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第５８条において読み替えて準用する同法  

第４２条第３項及び第４６条第２項の規定により諮問します。 

令和７年１０月１４日 

 

千葉県知事 熊 谷 俊 人      

（公印省略）      

 

記 

１ 制限措置 

  別紙のとおり 

 

２ 許可又は起業の認可を申請すべき期間 

  令和７年１２月９日から令和８年１月８日まで 

 

３ 許可の有効期間 

  許可の日から令和１３年１月３１日まで 
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（別紙） 

刺し網漁業の制限措置の内容 

（１）漁業種類 まき刺し網漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶等の数 下表のとおり 

（３）船舶の総トン数 １０トン以下 

（４）推進機関の馬力数 定めなし 

（５）操業区域 下表のとおり 

（６）漁業時期 周年 

（７）漁業を営む者の資格 下表のとおり 

操業区域 漁業を営む者の資格 
許可又は起業の認可 

をすべき船舶等の数 

館山市洲埼灯台と神奈川県三浦市

城ケ島灯台とを結んだ線から銚子

市地先海域のうち、一ノ島灯台 

正東の線に至る間の千葉県海面 

この項の操業区域の欄に

掲げる操業区域に接する

地域に住所を有する者 

７６隻 

館山市洲埼灯台と神奈川県三浦市

城ケ島灯台とを結んだ線以北の 

千葉県海面 

この項の操業区域の欄に

掲げる操業区域に接する

地域に住所を有する者 

１１隻 
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刺し網漁業（まき刺し網漁業）の許可方針 

 

令和２年 11 月 30 日制定 

（趣旨） 

第１ 千葉県海面におけるまき刺し網漁業（千葉県漁業調整規則（令和２年千葉県規則第 61 号。

以下「規則」という。）第４条第１項第６号に掲げる刺し網漁業のうち、まき刺し網により行う 

漁業をいう。）の許可及び起業の認可（以下「許可等」という。）に関する取扱いについては、   

規則に定めるもののほか、この方針の定めるところによる。 

 

（許可等をすべき船舶等の数の考え方） 

第２ 許可の一斉更新においては、次の（１）の隻数から（２）の隻数を差し引いた隻数に（３）

の隻数を加えた隻数を操業区域ごとに定める。 

（１）一斉更新を迎える許可等の隻数 

（２）廃業見込の隻数（承継する場合を除く。） 

（３）新規希望の隻数（漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認められる範囲内の隻数に限る。） 

２ 許可の有効期間の途中において、新規希望があった場合は、漁業調整その他公益に支障を  

及ぼさないと認められる範囲内の隻数について、新たな許可等をするための追加的な公示をする

ものとする。 

 

（新規の許可等に係る制限措置） 

第３ 規則第 11条第１項に規定する制限措置は次の各号の内容を定めるものとする。 

（１）漁業種類 まき刺し網漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶等の数 第２の考え方に基づき都度定める。 

（３）船舶の総トン数 10 トン以下 

（４）推進機関の馬力数 定めなし 

（５）操業区域 下表のとおり 

（６）漁業時期 周年 

（７）漁業を営む者の資格 下表のとおり 

操業区域 漁業を営む者の資格 

１ 

館山市洲埼灯台と神奈川県三浦市城ケ島灯台とを結んだ

線から銚子市地先海域のうち、一ノ島灯台正東の線に至

る間の千葉県海面 

この項の操業区域の欄に掲げる操

業区域に接する地域に住所を有す

る者 

２ 
館山市洲埼灯台と神奈川県三浦市城ケ島灯台とを結んだ

線以北の千葉県海面 

〃 

 

（許可等の申請期間） 

第４ 規則第 11 条第１項の規定による許可等を申請すべき期間は同条第２項の規定を踏まえ、  

都度定める。 

 

（許可等の条件） 

第５ 当該漁業の許可等に当たっては、規則第 13 条第１項の規定により、次の条件を付けるもの

とする。 

（１）銚子市地先海域のうち一ノ島灯台正東の線からいすみ市太東埼灯台正東の線に至る間の海域

で等深線 15 メートル以浅の海域、いすみ市太東埼灯台正東の線から鴨川市入道ケ埼突端正南

の線に至る間の海域で等深線 20 メートル以浅の海域及び鴨川市入道ケ埼突端正南の線から 

館山市洲埼灯台と神奈川県三浦市城ケ島灯台とを結んだ線に至る間の海域で等深線 50   

メートル以浅の海域では操業してはならない。ただし、上記等深線以浅の海域であっても、  

共同漁業権者の同意がある場合は、当該漁業権者の有する共同漁業権の漁場の区域及びその 

外縁に接する海域のうち、当該同意のあった海域についてはこの限りでない。【第３の操業  

区域１に適用】 

（２）使用する漁具の身網の長さは、975 メートル以内とする。 

（３）定置漁具より 1,000 メートル以上離れて操業しなければならない。 
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（４）操業に際し、薬物及び石材の使用による魚群のいかく行為はしてはならない。 

（５）４月から９月までの期間は 20 時から翌日４時まで、その他の期間については 18 時から翌日

５時までは操業してはならない。 

 

（新規の許可等に係る許可の基準） 

第６ 第３に定めて公示した船舶等の数を超える申請があった場合には、規則第 11 条第５項の  

規定により、次の各号の優先順位に従って許可等をする者を定めるものとする。 

なお、同順位内においては申請者が営む沿岸漁業の操業状況や各申請者が当該漁業に依存 

する程度を勘案して優先順位を決めるものとする。 

（１）当該漁業の許可等を受けた者が、その許可の有効期間の満了日の到来のため、改めて申請  

した場合 

（２）当該漁業の許可等を受けた者から、この許可等を承継（共同経営化、法人化又は漁業従事者

が自立する場合を含む。）しようとする場合 

（３）次のいずれかの場合 

ア 水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため 

当該漁業への転換を図る場合 

イ 当該漁業の従事者が当該漁業の漁業者としてその自立を図る場合（前号の承継する場合を

除く。） 

（４）（１）～（３）以外の場合であって、１年に 90 日以上沿岸漁業を営む者が申請した場合 

（５）（１）～（４）以外の場合 

 

（許可等についての適格性に係る船舶等の基準） 

第７ 規則第 10条第１項第５号に規定する船舶等の基準については次のとおりとする。 

   定めなし 

 

（許可の有効期間） 

第８ 当該漁業の許可の有効期間は、規則第 15 条第１項第１号の規定により５年とする。ただし、

規則第７条（起業の認可に基づく許可）の規定によって許可をした場合及び第２の２の規定に 

より追加的な公示をして許可をした場合は、当該漁業の許可の有効期間が同一の期日に満了する

よう定めるものとする。 

また、規則第 14 条（代船許可又は承継許可）の規定によって許可をした場合は、規則第 15 条

第１項ただし書の規定により、従前の許可の残存期間とする。 

   

（変更の許可） 

第９ 規則第 16 条の規定による変更の許可については、漁業調整その他公益に支障を及ぼさない

と認められるときに限り許可するものとする。 

 

（承継の許可） 

第 10 当該漁業は規則第 14 条第１項第３号に規定する承継許可の対象とする。 

 

（許可等の申請） 

第 11 当該漁業の許可等を受けようとする者は、規則第８条第１項の規定による申請書のほか、 

同条第２項の規定による「許可又は起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類」

を知事に提出しなければならない。 

なお、「許可又は起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類」は、おおむね次に

掲げる書類とする。 

（１）申請理由書 

（２）年間操業計画書 

（３）印鑑証明書 

（４）法人の場合は、定款及び登記簿謄本 

（５）共同経営の場合は、代表者選定届、権利義務明細書及び印鑑証明書 

（６）用船の場合は、用船契約書又は船舶使用承諾書及び印鑑証明書 

（７）代船及び承継の場合は、旧許可証又はその写し、廃業届及び印鑑証明書 
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（８）起業認可申請の場合は、船舶件名書 

（９）適格性に関する申立書（申請者が適格性を有することを組合が確認し、（10）の副申書に   

おいてその旨を記載した場合は省略できる。） 

（10）漁業協同組合の組合員にあっては、所属漁業協同組合代表理事組合長の副申書 

（11）共同漁業権者の同意書（共同漁業権区域及びその外縁に接する区域内で操業する場合） 

 

（資源管理の状況等の報告） 

第 12 当該漁業の許可を受けた者は、規則第 21 条の規定により、毎年、漁業時期終了後２ヶ月  

以内（11月 30 日まで）に資源管理の状況等を別記様式により知事に報告しなければならない。 

 

附 則 

１ この方針は、令和２年 12 月１日から施行する。 

２ さし網漁業（まきさし網漁業）の許可方針（昭和 44 年 12 月 24 日施行）（以下「旧方針」と  

いう。）は、令和２年 11 月 30 日限りで廃止する。ただし、旧方針第６の規定は、その有効期   

間の満了の日までの間は、なおその効力を有する。 
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（別記様式） 

刺し網漁業（まき刺し網漁業）の資源管理の状況等の報告書 

（漁獲成績報告書） 
令和  年  月  日  

千葉県知事       様 

 

氏名（法人にあっては、その名称）             ㊞  

報告期間 許可番号 船名 漁船登録番号 総トン数 乗組員数 

令和  年  月から 

令和  年  月まで 
第   号 丸 ＣＢ － トン 人 

 

上記報告の内容については、国及び県が実施する水産資源の資源評価その他の漁業 

生産力の発展に資する取組に活用するため、国、県等の関係機関へ提供することに同意

します。 

 

上記のとおり水揚げしたことを証明します。 

漁業協同組合代表理事組合長  ㊞  

（備考） 

個人が報告する場合は、報告者の氏名を自署することにより押印を省略することができる。 

 

１ 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況 

 

 

２ 漁業生産の実績等 

月別 操業日数 漁獲量 漁獲金額 主な魚種 操業場所 

１０月 日 kg 円   

１１月      

１２月      

１月      

２月      

３月      

４月      

５月      

６月      

７月      

８月      

９月      

計 日 kg 円   
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刺し網漁業（まき刺し網漁業） 

船舶の総トン数：10 トン以下 

推進機関の馬力数：定めなし 

操業区域：下図のとおり 

漁業時期：周年 

漁業を営む者の資格：操業区域に接する地域に住所を有する者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可等の条件： 

（１）アの等深線 15ｍ以浅の海域、イの等深線 20ｍ以浅の海域、ウの等深線 50ｍ以浅の海域で

は操業禁止。ただし、共同漁業権者の同意がある場合はこの限りでない。 

（２）使用する漁具の身網の長さは 975ｍ以内 

（３）定置漁具より 1,000ｍ以上離れて操業しなければならない。 

（４）薬物及び石材の使用による魚群のいかく行為は禁止 

（５）4月～9 月は 20時～翌日 4時まで、10 月～翌年 3月は 18時～翌日 5 時まで操業禁止 

洲埼 

城ケ島 

太東埼灯台正東線 

 

入道ケ埼突端 
正南線 

ア 

イ 

ウ 

一ノ島灯台正東線 

操業区域２ 

操業区域１ 
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第２号議案 

 

 

しらうお船びき網特別採捕許可方針について（協議） 

 

このことについて、令和７年１０月１７日付け水産第１００２号で

知事から別添のとおり協議がありましたので審議されたい。 

 

 

 

令和７年１０月３１日 

会 長 石井 春人 
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水 産 第 １ ０ ０ ２ 号  

令和７年１０月１７日  

 

千葉海区漁業調整委員会 

会長 石井 春人 様 

 

千葉県知事 熊 谷 俊 人      

（公印省略）      

 

しらうお船びき網特別採捕許可方針について（協議） 

 

本特別採捕の許可については、別添方針（案）により取り扱いたいので協議します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔添付資料〕 

・しらうお船びき網特別採捕許可方針（案） 

・新旧対照表 

・採捕結果一覧 

・操業実績数の推移及び令和７年度の許可枠 
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しらうお船びき網特別採捕許可方針（案） 

 

（趣旨） 

１ しらうおの資源量等を調査することを目的として、しらうおを採捕しようとする 

場合、その許可の取扱いについては、機船船びき網漁業（しらうお船びき網漁業）の

許可方針の規定にかかわらず、千葉県漁業調整規則（以下「規則」という。）の規定に

よるほか、この方針の定めるところによる。 

 

（許可の対象） 

２ 許可の対象は、漁業協同組合に限るものとする。 

 

（採捕の期間） 

３ 採捕の期間は、令和８年１月５日から令和８年２月１４日までとする。 

 

（採捕の区域） 

４ 採捕の区域は、次のとおりとする。 

（１） 銚子市海鹿島町と同市君ケ浜との境界付近の点（北緯３５度４３分９秒、東経

１４０度５２分１０秒）１１０度（真方位、以下同じ。）の線から山武郡     

九十九里町真亀川河口中心点１１３度５０分の線に至る間の千葉県海面のうち、

共同漁業権（令和５年９月１日免許）の漁場の区域 

（２） 匝瑳市と旭市との境界付近の北九十九里吉崎海岸碑中央点（漁業権漁場基点 

北１２号）１４３度５０分の線からいすみ市太東埼灯台中心点３０度５海里の点

を通る緯線に至る間の千葉県海面のうち、距岸１，５００メートル以内の区域 

 

（採捕に使用する船舶） 

５ 採捕に使用する船舶は、次のとおりとする。 

（１） 申請組合ごとに所属組合員が所有する船舶を用船するものとし、採捕の期間中

は代船等の変更は認めないものとする。 

（２） ４の（１）の区域については、現に機船船びき網漁業（しらうお船びき網漁業）

の許可を有する船舶とする。 

（３） ４の（２）の区域については、現に小型機船底びき網漁業（手繰第３種漁業）

の許可を有する船舶とする。 

 

 

15



 

 

（採捕の方法） 

６ 採捕の方法は、機船船びき網漁法に限るものとし、使用できる漁具は、使用船舶  

２隻につき１カ統とする。 
 

（許可することができる船舶の隻数の最高限度） 

７ 許可することができる船舶の隻数の最高限度は、次のとおりとする。 

（１） ４の（１）の区域 ２８隻（１４カ統） 

（２） ４の（２）の区域 １６隻（８カ統） 
 

（許可の条件） 

８ この許可に付する条件は、次のとおりとする。 

（１） いわししらすを採捕してはならない。 

（２） 日没から日出までの間は、採捕してはならない。 

（３） 船舶の船橋の周囲を黄色で塗装しなければならない。（４の（２）の区域に   

限り記入する。） 

（４） 別記様式１の標旗を船体の見やすい場所に掲げなければならない。 

（５） 採捕物の水揚場所は知事が指定する。 

（６） 採捕に当たっては１隻当たり１名の採捕責任者を選定して乗船させなければ 

ならない。 

（７） 採捕結果報告書（別記様式２）を旬ごとに取りまとめ、次の旬の最終日までに 

知事に提出しなければならない。 

（８） 漁業調整あるいは水産資源の保護を図るため、採捕の中止等につき知事の指示

を受けた場合は、これに従わなければならない。 
 

（許可の申請） 

９ 許可を受けようとする場合は、規則第４８条第２項に規定する申請書に次に掲げる

書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（１） 船舶使用承諾書及び印鑑証明書 

（２） 船舶ごとの採捕従事者及び採捕責任者を記載した書類 

（３） 採捕物の水揚場所及び採捕物の処分の方法を記載した書類 

 

附   則 

１ この方針は、令和７年 月 日から施行する。 

２ しらうお船びき網特別採捕許可方針（令和６年１１月２５日施行）は、令和７年２月   

１４日限りで廃止する。 
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（別記様式１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（  組  合  名  ） 

 

（ 許 可 番 号 ） 

 

１メートル 

１メートル 

文 

字 
 

黒 

色 
  
 
 

地 
 

白 

色 
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（
別
記
様

式
２
）

 

し
ら
う
お
採
捕
結
果
報
告
書
（
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
～
令
和

 
 
年
 
 
月
 
 
日
）
 

 
千
葉
県
知

事
 
 

 
 
 

 
 

 
 
様

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

漁
業

協
同

組
合

 

代
表
理

事
組

合
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 １
 

採
捕

状
況

 
船

名
 

（
乗

組
員

数
）

 

 
 
 

 
 
丸

（
 
 
名

）
 

 
 
 

 
 
丸

（
 
 
名

）
 

責
任

者
氏

名
 

 

項
目
 
 

 
 
 

 
 
 
月
日

 
／
 

／
 

／
 

／
 

／
 

／
 

／
 

／
 

／
 

／
 

計
 

出
入

港
時

刻
 

出
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

入
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

曳
網

回
数

 
回

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

採 捕 状 況
 

し
ら

う
お

 
ａ

 
k
g
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の

他
 

ｂ
 

k
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 
ｃ
=
(
a
+
b
) 

k
g
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

混
獲
率
 
b
/
c
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

水
揚
金
額

 
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備 考
 

操
業
海
域

及
び
水

深
 

 

し
ら
う
お

の
大
き

さ
 

 

し
ら
う
お

の
卵
の

有
無

 
 

 ２
 

収
支

状
況

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
費

の
合

計
 
 

Ｂ
 

円
 

経 費 の 内 訳
 

燃
料

費
 

円
 

労
務

費
 

円
 

漁
具

費
 

円
 

そ
の

他
経

費
 

円
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

水
揚
金
額

の
合
計

 
Ａ
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

円
 

収
支
状

況
 

 
Ａ
-
Ｂ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円
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しらうお船びき網特別採捕許可区域概略図 

 

 

採捕期間：区域（１）及び（２） １月５日から２月１４日まで 

      

 

 

 

 

 

区域（２） 

１６隻（８カ統） 

区域（１） 

２８隻（１４カ統） 

１１０°の線 

１１３°５０´の線 

真
亀
川 

緯線 

１４３°５０´の線 

太東埼 
灯台 

八幡埼 

旭市 

匝瑳市 

３０°５海里の点 
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し
ら

う
お

船
び

き
網

特
別

採
捕

許
可

方
針

 
新

旧
対

照
表

 

新
（

改
 

 
 

正
 

 
 

案
）

 
旧

（
改

 
 

 
正

 
 

 
前

）
 

１
～

２
 

（
略

）
 

 （
採

捕
の

期
間

）
 

３
 

採
捕

の
期

間
は

、
令

和
８

年
１

月
５

日
か

ら
令

和
８

年
２

月
１

４
日

 

ま
で

と
す

る
。

 

 ４
～

９
 

（
略

）
 

 附
 

 
 

則
 

１
 

こ
の

方
針

は
、

令
和

７
年

 
月

 
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

２
 

し
ら

う
お

船
び

き
網

特
別

採
捕

許
可

方
針

（
令

和
６

年
１

１
月

２
５

日
 

施
行

）
は

、
令

和
７

年
２

月
１

４
日

限
り

で
廃

止
す

る
。

 

１
～

２
 

（
略

）
 

 （
採

捕
の

期
間

）
 

３
 

採
捕

の
期

間
は

、
令

和
７

年
１

月
５

日
か

ら
令

和
７

年
２

月
１

４
日

 

ま
で

と
す

る
。

 

 ４
～

９
 

（
略

）
 

 附
 

 
 

則
 

１
 

こ
の

方
針

は
、

令
和

６
年

１
１

月
２

５
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

２
 

し
ら

う
お

船
び

き
網

特
別

採
捕

許
可

方
針

（
令

和
５

年
１

２
月

８
日

 

施
行

）
は

、
令

和
６

年
２

月
１

４
日

限
り

で
廃

止
す

る
。
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0
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 ①

　
過

去
５

年
間

の
最

大
操

業
実

績
数

に
漁

協
ご

と
の

調
整

枠
を

加
え

て
許

可
枠

と
す

る
。

  
  
  
 ②

　
出

漁
し

た
が

漁
獲

が
な

か
っ

た
も

の
に

つ
い

て
は

操
業

実
績

と
す

る
。

※
　

海
匝

漁
協

（本
所

）は
既

に
調

整
枠

２
隻

を
使

用
し

て
許

可
を

受
け

て
い

る
た

め
、

　
許

可
枠

の
算

出
の

際
に

は
新

た
に

調
整

枠
を

加
え

な
い

。

し
ら

う
お

船
び

き
網

特
別

採
捕

許
可

の
操

業
実

績
数

の
推

移
及

び
令

和
７

年
度

の
許

可
枠

区
　

　
域

( 
２

 )

合
計

許
可

数
総

許
可

枠

漁
　

協
　

名
小

計

許
可

枠
の

算
出

方
法

操
業

実
績

数

最
大

操
業

実
績

数
 (
A

)

調
整

枠
 (
B

)

許
可

枠
 (
A

+B
)

※
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